
クライアント・クリアリング手数料の変更に伴う

金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則の一部改正について

Ⅰ．改正趣旨

当社の金利スワップ取引清算業務におけるクライアント・クリアリングの清算手数料に

ついて、海外清算機関との競争力の強化の観点等から、円貨建清算約定に係る新規債務負

担手数料を対象取引の債務負担日から取引終了日までの期間の長さに応じた料金体系に

見直すことに伴い、「金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則」について、

別紙のとおり所要の改正を行う。

Ⅱ．改正概要

１．クライアント・クリアリング手数料の見直し

・ クライアント・クリアリングに係る円貨建清算約

定に関する新規債務負担手数料について、債務負

担の申込みの日における終了日までの期間に応じ

た水準に変更する。

２．その他

・ その他所要の改正を行う。

（備  考）

･ 金利スワップ取引清算業務

に係る手数料に関する規則

第５条の２第２項

･ 同条第３項

Ⅲ．施行日

２０２０年４月１日から施行する。

以   上
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金利スワップ取引清算業務に係る手数料に関する規則の一部改正新旧対照表

新 旧

（クライアント・クリアリング手数料）

第５条の２ （略）

２ 各月のクライアント・クリアリングに係る清算約

定に関する新規債務負担手数料は、次の各号に掲げ

る清算約定の区分に応じて、当該各号に定める金額

とする。

（１） 円貨建清算約定

当該各月に成立したクライアント・クリアリン

グに係る清算約定に関して、次のａからｊまでに

定める債務負担の申込みの日における終了日ま

での期間の区分に応じて、当該区分に属する清算

約定の想定元本の合計額（以下「円貨建新規取引

想定元本合計額」という。）について、１億円あ

たり当該区分に定める値を乗じた金額の合計額

ａ １年以下 ９０

ｂ １年超３年以下 ２２５

ｃ ３年超５年以下 ４０５

ｄ ５年超７年以下 ５４０

ｅ ７年超１０年以下 ７２０

ｆ １０年超１２年以下 ７６５

ｇ １２年超１５年以下 ８１０

ｈ １５年超２０年以下 １，０３５

ｉ ２０年超２５年以下 １，１７０

ｊ ２５年超 １，２６０

（２） （略）

（クライアント・クリアリング手数料）

第５条の２ （略）

２ 各月のクライアント・クリアリングに係る清算約

定に関する新規債務負担手数料は、次の各号に掲げ

る清算約定の区分に応じて、当該各号に定める金額

とする。

（１） 円貨建清算約定

当該各月に成立したクライアント・クリアリン

グに係る清算約定の想定元本の合計額（以下「円

貨新規取引想定元本合計額」という。）について、

１億円あたり７２０を乗じた金額

（２） （略）

別 紙
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３ 各月のクライアント・クリアリングに係る清算約

定に関する債務負担済残存取引手数料は、次の各号

に掲げる清算約定の区分に応じて、当該各号に定め

る金額とする。

（１） 円貨建清算約定

当該各月末日の経過時点で残存するクライア

ント・クリアリングに係る清算約定の想定元本の

合計額（以下「円貨建残存取引想定元本合計額」

という。）について、１億円あたり２５を乗じた

金額

（２） （略）

４～６ （略）

付  則

この改正規定は、令和２年４月１日から施行する。

３ 各月のクライアント・クリアリングに係る清算約

定に関する債務負担済残存取引手数料は、次の各号

に掲げる清算約定の区分に応じて、当該各号に定め

る金額とする。

（１） 円貨建清算約定

当該各月末日の経過時点で残存するクライア

ント・クリアリングに係る清算約定の想定元本の

合計額（以下「円貨残存取引想定元本合計額」と

いう。）について、１億円あたり２５を乗じた金

額

（２） （略）

４～６ （略）


